
2015.5.19  明治大学労働講座 
 

　職場のリアル（3） 

　　企業別や産業別 
        　　　労働組合の役割 

副書記長　川野英樹 



1	

【年間労働時間の実態】 

１.労働者を取り巻く状況 

単位：時間

2014年年 2013年

年年間総実労働時間 2050.2 2039.7

所定内労働時間 1845.8 1847.5

時間外労働時間 204.4 192.2

　出典：ＪＡＭ「2014年度労働条件調査その１」より

ＪＡＭにおける総実労働時間の実態

支給賃金換算	

世帯調査は実態に近い	
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　【年間時間外労働の実態】 

資料出典：2013.11.18「第105回労働条件分科会」資料 

脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く)の労災認定基準 
①発症前1か月～6か月におおむね45時間/月を超える時間外労働がある場合は業務と発症
との関連性が強まる。 
②発症前1か月間におおむね100時間を超える時間外労働が認められる場合 
③発症前2か月～6か月間にわたって1ヶ月あたりおおむね80時間を超える時間外労働が認
められる場合は業務と発症との間の関連性が強い。 
※平成13年12月12日　厚生労働省（基発第1063号)「都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知」より抜粋 
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【脳・心臓疾患、精神障害の労災補償の実態】 

資料出所：厚生労働省「労働災害請求・認定集計」 

単位：時間

2014年年 2013年

死亡労働災害件数 91 93

脳・心疾患による死亡 56 54

自殺による死亡 32 29

上記以外の死亡 3 10

　出典：ＪＡＭ「2014年度労働災害実態調査」より

ＪＡＭにおける死亡災害の実態
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【雇用者報酬の実態】 

資料出所：上段左右とも内閣府「国民経済計算年報」 財務省「法人企業年
報」 
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資料出所：内閣府「四半期別GDP速報」 

415	  

406	  

399	  
402	  

398	  

392	  391	  
394	  394	  396	  

401	  

391	  

368	  

377	  

369	  
372	  

377	  

384	  

395	  

377	  

368	  367	  

374	   375	  375	  

381	  
389	  

394	  

401	  

409	  
405	  

382	  

400	  399	  

407	  

414	   415	  

420	  

360	  

370	  

380	  

390	  

400	  

410	  

420	  

430	  

1997	  1998	  1999	  2000	  2001	  2002	  2003	  2004	  2005	  2006	  2007	  2008	  2009	  2010	  2011	  2012	  2013	  2014	  2015	  

名目ＧＤＰ	

実質ＧＤＰ	

資料出所：IMF「World Economic Outlook Databases」 

＜就業者一人当たりＧＤＰの推移＞�



5	

【労働者保護ルールの改悪】　 
　➢労働者派遣法 

➢高度プロフェッショナル労働制度 
　特定高度専門業務・成果型労働制（高度
プロフェッショナル労働制）は、労働時間
ではなく「成果」を基準とした働き方。 
　希望する労働者を前提に次の①～③をす
べて満たした場合に制度として利用できる。 
　 

①一定の年収要件（1,075万円以上） 
 

②職務の範囲が明確で、高度な職業能力を 
　有していること。 
 

③長時間労働防止措置を講じること。 
　休日は、4週間を通じて4日以上＋年間104日以上の休
日確保が求められる。 
 

　現行の派遣法は、原則１年（最長3年）
となっているが改悪案では、 
 
①派遣会社に有期雇用されている派遣社員 
の受入れ期間を「原則１年」から「３年」
へ 
 
②派遣会社に無期雇用されている派遣社員 
は無期限に受け入れられる  
 
　「派遣社員はずっと派遣で働く」という
仕組み。生涯、派遣のままで働き続けられ
ることが派遣労働者の保護では無く、正社
員への転換を進めるためのルールこそが必
要！  
 
　また、派遣先の社員と同じ仕事をしてい
る派遣社員は、処遇の改善のために「均等
待遇」が原則とされるべき。 
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２．企業別や産業別労働組合の役割 

【労働組合の役割】 
 

組
合
員
の

思
い 

制
度
化 

実
施
状
況

の
点
検 

要求集約 
労使交渉 労働協約 

= 

　労働条件基準の決定 
　不当な扱いの是正 
　経営に関するチェック機能・監視機能 
　人間らしい尊厳ある労働の実現 
　社会的役割の発揮 

団結権（憲法28条）と意義 
　団結権の主体は労働者であり、労働組合
は一人ひとりが団結権を行使して形成され
る。団結権の保障は、対使用者との関係に
おいて、組合活動に対する抑圧・干渉・妨
害は許されない。 
　団結権は、労働者の多年にわたる権利獲
得のたたかいの成果として確立されたもの
である。 
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資料出所：厚生労働省「労働組合基礎調査」 

【労働組合の組織率】 

➢組織率低下の要因と課題 
　　産業構造の変化：第三次産業での雇用労働者の増加 
　　就業形態の変化：非正規労働者の増加 
　　組織拡大への意識低下⇒危機感の不足 
　　労働組合の存在意義の低下⇒雇用を守る取り組みと企業競争力の向上 
 

2014年 
雇用者数：5,617万人 
組合員数：985万人 
組 織 率 ：17.5％ 
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資料出所：経団連「経労委報告」 

【賃金引上げの仕組み】 
➢定期昇給（定昇）とは 
　定昇は、年齢、勤続年数、職務遂行能力、職務価値な
ど、賃金制度（賃金テーブル）に沿って賃金を移行させ
る昇給のこと。  
➢ベースアップ（ベア）とは 
　ベアは、生計費の増加（消費者物価上昇率）、生産性
向上に対応し、賃金テーブルの書き替えによる全員の昇
給であり、労使交渉や賃金政策により実施される。 

　　　　　2014年　　2015
年 
定昇　  1.79％      1.80% 
ベ ア　  0.39%　    0.56％ 
合計　　2.18％　　　2.36% 
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【春闘の仕組み】 

春闘の流れ

連合
「連合白書」

⇒
産別
方針

⇒
各労組
方針

妥結

⇕　対話 ⇕　要求 交渉 ⇒ 回答 新賃金

経団連
「経労委報告」

⇒
各企業
方針

継続
交渉

⇒ 回答 ⇒ 妥結

説明会 　 スト権

組合員との対話

産別名 賃上げ額 
（ベア） 

年間一時金 
（月数） 

自動車総連 1,639円 4.49ヶ月 

電機連合 2,681円 4.47ヶ月 

ＪＡＭ 1,854円 4.46ヶ月 

基幹労連 1,852円 4.75ヶ月 

全電線 1,747円 3.75ヶ月 

資料出所：2015年闘争・金属労協第3回集計(2015年4月22日現在) 

【2015春闘の状況】 
組合名 

賃上げ額 
（定昇＋ベ
ア） 

年間一時金 
（金額） 

トヨタ 11,300円 2,460,000円 

日産 11,000円 2,102,100円 

島津 8,652円 夏　1,071,605円 

シチズン 8,675円 夏　950,523円 

クボタ 9,400円 2,120,000円 

コマツ 8,900円 1,831,000円 
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【具体的な取り組み事例】　 
　事例１　「長時間労働と不払い残業対策」　（機械部品製造業・287名） 
　2010年１月～2012年10月の技術・開発・設計部門において、メンタル不調者や退職者が増加。 
　労働組合から会社へ実態調査を要請し、組合もアンケート調査を開始する。 
 

　　　パワハラと不払い残業の存在 
　　　Ｓ課長とＵ係長　⇒　風呂敷残業やサービス(不払い)残業の奨励 
　　　　　　　　　　　　　高負荷の業務指示、パワハラなど 
　　　 
【技術・開発・設計部門33名へのアンケート調査】【全従業員への不払い残業含む残業実態調査】 
 
 
 
 
 
 
 

　　　 
 
 
　　　 
 
　　 

不満内容　※上位のみ	 人数	

サービス残業	 17	

パワーハラスメント	
（退職勧奨、説教・罵倒、暴行ほか）	

11	

職場のコミュニケーション	 10	

業務への不満	
（業務指示、量、評価ほか）	

10	

不払い残業を含む総残業時間	 人数	

10時間未満/月	 64	

10時間以上～20時間未満/月	 47	

20時間以上～40時間未満/月	 40	

40時間以上～60時間未満/月	 26	

60時間以上～80時間未満/月	 28	

80時間以上/月	 11	
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パワハラ防止協定	

　対　策 
　　 

　①不払い残業の精算　　 
対象期間：2011年１月～2012年12月 
対 象 者：73名　　 
支払総額：4,230万円 

 

　②ハラスメント対策委員会の設置 
　2013年2月に労使10名で構成するハラスメン
ト対策委員会を設置。啓発・研修・教育に関す
る　協議や相談窓口の開設を実施。 

 

　③労働時間対策指針の策定 
　不払い残業撲滅と年間総実労働時間1800時間
に向けた残業削減と年休取得推進を柱とした
「労働時間対策指針」を2013年5月に労使確認。 

 

　④所属長の処分 
Ｓ課長：10％の減給１カ月と九州工場へ転勤 
Ｕ係長：７％の減給１か月と生産管理グルー

 　　プ長へ降格 
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事例２　「企業再編と雇用・生活を守る取り組み」（輸送用機械部品製造業・2658名） 
　自動車部品製造メーカー●●●㈱は、グローバルな事業展開でグループ全体では一万人を超える
従業員を抱える企業。●●事業の出荷高は海外への生産移管により国内空洞化が進行、長期的な売
上げ・利益の減少見込みとなっていた。 
　2013年は赤字へ転落し▲４.８億円を計上、再建合理化案が労働組合へ提案された。 
 

会社分割と希望退職　 
　●●事業を取引メーカーとの合弁会社へ事業分割。協業による 
業界トップの開発・製造体制を構築し、徹底した原価低減で売 
価還元を図る目的。 
　希望退職の募集200名、新会社へ出向・転籍450名が必要。 
 

対　応 
　①希望退職の定数と条件の徹底した協議 
　　　募集対象の事業部の範囲拡大 
　　　退職加算金：最大36ヶ月　　 
　　　再就職支援：希望者には紹介 
　②出向者への丁寧な対応 
　　　職場説明会と労使協議会への反映 
　　　転籍に伴う労働条件の整備 
　　　新会社の労働組合設立とグループユニオン加盟 
　③雇用の安定に向けた労使協定 
　　　雇用や労働条件に関わる一切の事項を労働組合と事前協議 
 

雇用安定に関する労使協定	
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事例３　「ブラック企業による会社乗っ取りを許さないために」（グループ60社・10,000名超） 
 

ＴＣＳホールディングスの新手の買収手法 
　企業買収の手口は、①標的とする企業株1.0%未満をグループ企業で買い入れる、② グループ全体で
10～30％を保有し「大量保有報告書」を財務局に提出、③ 筆頭株主として企業乗っ取りを図る。　 
　業務提携を断る企業も存在するが、ＪＡＭ傘下ではこの手法により４社が傘下となった。 
 

ブラック企業としてのＴＣＳ 
　➢ 2009年4月に採用した新入社員を含む1,600人を「退職勧奨」し９月に削減 
　➢ 内定切り、偽装請負や違法派遣など問題を起こし、ＩＴ業界では特に悪名高い企業 
　➢ 利益至上主義で、従業員の賃金や労働条件は、基本的に「凍結」され向上することはない 
　➢ 労働組合には「労働協約の破棄」、「組合役員の異動」、「 組合役員への恫喝」が常態化 
　➢ 高山オーナーの側近を関連会社の社長・役員に据え、従わない役員・管理職を降格や異動で一掃 
 

組合つぶしの実例と対応 
セコニック（光学機器・計測器　二部上場） 
　ＴＣＳと資本業務提携後、一方的に年間一時金協定を破棄、年末一時金を不支給、翌年から定昇の不
実施となった。２年間の裁判闘争により、組合主張が認められ勝利的和解。しかし、定昇は凍結され３
年間行われていない。分社化や人員整理で組合員は半減、従業員の採用もなし。関連会社から「派遣・
出向社員」が増加。 

日本コンベヤ（大型コンベヤ、立体駐車場　一部上場） 
　2014春闘で協定した一時金を引き下げ提案、労使協議がまとまらなかった事を口実にして「全額不
支給」を通告。労組は団体交渉、ストライキの実施、労基署への申告などを行い、支給日から２週間遅
れの一時金支給を実力で勝ち取ったが、今後とも予断を許さない緊張関係におかれている。 
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【人を大切にする企業づくり】 
　➢労働は商品ではない！ 
　1944年　ILOのフィラデルフィア宣言は、ディーセント・ワーク（働きがいのある人
間らしい仕事）が企業活動の前提と位置付けられている。 

　➢ＣＳＲ経営は持続的成長の前提 
　相次ぐ企業不祥事や環境問題の深刻化、所得格差の拡大などを背景に「企業は利益を
追求するだ　けでなく、事業活動が社会に与える影響に責任を持ち、社会的課題の解決
に役割を果たすべき」との考え方が浸透してきた。 

 
 

働く人が誇りの持てる企業 

働きがいの
ある企業�

コンプライアンス�

（法令順守）�

ＣＳＲ�

（企業の社会的責任）�

ＪＡＭが求める企業の姿 
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【持続的な成長は健全経営から】 
　➢意識を変えて行動を変える 
　　　安心・安全な商品（サービス）は健全企業から　⇒　源流から川下までに責任を持つ精神 
　　　ブラック企業には社会的制裁を　⇒　働く人の犠牲で成長する企業を撲滅する　 
　　　うまい話は裏がある　⇒　安いものから安全（健全）なものへ 

資料出典：連合「多国籍企業の社会的責任と国際ルール」 
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３．終わりに 
➢労働者を取り巻く環境は厳しい 
　　労働者保護ルールの改悪の動き 
　　長時間労働やハラスメントから身を守れ！ 
 

➢人を大切にする企業の選択を 
　　人材ではなく人財 
　　働く者が誇りが持てる企業へ 
 

➢一人で頑張り過ぎず仲間とともに 
　　一人はみんなのために、みんなは一人のために！ 
　　悩んでないで相談を 
　　労働組合は強い味方 
 

➢意識を変えて行動を変える 
　　自分の選択が犠牲を生んでいるかも…合成の誤謬 
　　微力だけど無力ではない 
　　みんなの行動で社会が変わる 


